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令 和 ３ 年 度 教 育 課 程 

 

  標記の件について、清瀬市立学校の管理運営に関する規則に基づき､下記のとおり

届け出ます。 

記 

１ 教育目標 

（１）学校の教育目標 

    人間尊重を基本理念に、国際的視野にたち、平和を愛する社会人の形成をめざして、 

     ○ 正しい判断力と粘りづよい実践力をもった生徒を育てる ⇒「前に踏み出す力」 

     ○ 健やかな身体と豊かな情操をもった生徒を育てる    ⇒「チームで働く力」 

     ○ 高い知性とたくましい創造力をもった生徒を育てる   ⇒「考え抜く力」 

    これらが示す生徒像を具現するため、目標とする生徒の資質・能力をそれぞれ「前に踏み

出す力」「チームで働く力」「考え抜く力」（経済産業省「社会人基礎力」より）に集約す

る。令和３年度は「考え抜く力」の育成に重点を置き、全ての教育活動を通してその実現を

図る。特別支援教室においては、生徒の特性に応じた配慮を行うとともに指導方法を工夫し

て自立活動の充実を図り、生徒の社会性を高める。 

（２）学校の教育目標を達成するための基本方針 

全ての教育活動において、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活

用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育み、主体的に学習に取り

組む態度「考え抜く力」を向上させる。学びの要素を「主体的な学び」「対話的な学び」

「深い学び」のそれぞれに整理し、ＩＣＴや学校図書館を積極的に活用する。 

特別支援教育の基本方針として、健康な心身と、考える力や社会性を伸ばし、自分の行動

を自分で決定する力を育てる。また、特別支援教室の運営方針として、特別支援教室専門員

や巡回心理士、特別支援教育コーディネーター等の組織の機能を十分に発揮させ、対象生徒

の自立活動に効果的な指導を行う。 

割 

印 


